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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年6月14日(2013.6.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モレキュラーシーブであって、
　合成されたままの形態および焼成形態では、Ｘ線回折パターンは１４．１７オングスト
ロームから１２．５７オングストロームの範囲で格子面間隔ｄの最大値のピークを有し、
　さらにＸ線回析パターンは１２．１オングストロームから１２．５６オングストローム
の範囲で格子面間隔ｄの最大値のピークを有し、さらに
　（i）８．８５オングストロームから１１．０５オングストロームの間は非分離拡散で
あるか、または、（ii）１０．１４オングストロームから１２．０オングストロームの範
囲の格子面間隔ｄの最大値のピークと、８．６６オングストロームから１０．１３オング
ストロームの範囲の格子面間隔ｄの最大値のピークとの間に谷を示し、最下点でバックグ
ランドに対して補正された測定強度が、１０．１４オングストロームから１２．０オング
ストロームの範囲の最大値と、８．６６オングストロームから１０．１３オングストロー
ムの範囲の最大値とを接続する線上の同一のＸＲＤ格子面間隔ｄポイントの５０％以上で
あり、
　合成されたままの形態および焼成形態では、Ｘ線回折パターンはさらに３．５７±０．
０７オングストローム、３．４２±０．０７オングストローム、および６．９±０．１５
オングストロームでピークを含むモレキュラーシーブ。
【請求項２】
　請求項１に記載のモレキュラーシーブであって、
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　以下のモル関係の組成物を有するモレキュラーシーブ。
　Ｘ2Ｏ3：（ｎ）ＹＯ2、
（Ｘはアルミニウム、ホウ素、鉄およびガリウムの少なくとも１つを含有する三価元素で
あり、Ｙはケイ素およびゲルマニウムの少なくとも１つを含有する四価元素であり、ｎは
少なくとも１０である。）
【請求項３】
　請求項２に記載のモレキュラーシーブであって、
　合成されたままの形態では、無水ベースでＹＯ2のｎモルに対する酸化物のモルを単位
として、以下の式を有するモレキュラーシーブ。
　（０．００５－１）Ｍ2Ｏ：（１－４）Ｒ：Ｘ2Ｏ3：ｎＹＯ2

（Ｍはアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり、Ｒは有機部分である。）
【請求項４】
　請求項２または３に記載のモレキュラーシーブにおいて、
　前記ｎは１０から１５０であるモレキュラーシーブ。
【請求項５】
　請求項１に記載のモレキュラーシーブにおいて、
　コリジン吸着容量が少なくとも１５０μモル／ｇであるモレキュラーシーブ。
【請求項６】
　請求項１に記載の合成されたままの結晶性モレキュラーシーブＥＭＭ－１２を製造する
方法であって、
（ａ）　ＥＭＭ－１０－Ｐ族組成物と、酸性組成物とを含有し、空間剤を含有してもよい
混合物を供給する工程と、
（ｂ）　混合物を処理条件下で処理して合成されたままのＥＭＭ－１２を含有する生成物
を形成する工程と、
（ｃ）　酸処理された結晶性モレキュラーシーブを回収する工程とを含み、前記ＥＭＭ－
１０－Ｐ族組成物はＥＭＭ－１０－Ｐを含有し、前記酸性組成物は１Ｎの硝酸水溶液を含
有し、前記空間剤はジエトキシジメチルシランを含有し、前記処理条件には９０℃～１７
０℃の範囲の温度と、１時間～２４時間の範囲の時間が含まれる方法。
【請求項７】
　焼成された結晶性モレキュラーシーブＥＭＭ－１２を製造する方法であって、
　請求項６に記載された前記合成されたままの結晶性モレキュラーシーブＥＭＭ－１２を
焼成条件で焼成する工程を含む方法。
【請求項８】
　炭化水素転化プロセスであって、炭化水素供給原料を請求項１に記載の前記結晶性モレ
キュラーシーブＥＭＭ－１２と炭化水素転化条件下で接触させる工程を含む方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
実施例１
　米国特許出願番号第11/823,129の実施例１に従って作製されたＥＭＭ－１０－Ｐ(1.5 g
)のサンプルを、30 gの１Ｍ硝酸及び0.3 gのジエトキシジメチルシランの混合物に添加し
た。オーブンの中で、パルボム（ParrTM bomb）で密閉されたテフロン容器中にて、170℃
で24時間反応を行った。固形の生成物をろ過して単離し、洗浄し、120℃で乾燥させた。
　ＸＲＤ回折パターン（図２）は、６．５～７．１度２θ（Ｃｕ　Ｋα）に対応する１２
．４５オングストロームから１３．６０オングストローム間に二重線のピ－クがあり、８
～１０度２θ（Ｃｕ　Ｋα）領域に対応する８．８５から１１．０５オングストロームの
間は非分離拡散であり、または１１．０５±０．１８オングストロームでのピークと９．
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３１±０．１３オングストロームでのピークとの間で谷を示すが、最下点でバックグラン
ドに対して補正された測定強度は、１１．０５±０．１８オングストロームの近傍と９．
３１±０．１３オングストロームの近傍との最大値を接続する線上の同一のＸＲＤ格子面
間隔ｄポイントの５０％以上である。
　焼成された生成物は５２３ｍ2／ｇという大きい表面面積および３２１μモル／ｇとい
う非常に大きなコリジン吸着量を示した。
　いかなる理論にも拘束されることを意図しないが、ＸＲＤによって示された層間隔が保
持されることで、追加の熱安定部分が挿入されることが示され、可能性が最も高いのはＳ
ｉ原子の取り込みであるとわれわれは信じる。ＮＭＲの結果はこの理論と一致する。
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